








【表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込みです。請求金額は税抜金額の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。】

11．当社は、この約款等の変更により、自営端末設備または自営電気通信設備の改造
または変更（以下この条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合
であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準
等の変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備または自営電気
通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその
変更した規定に係る部分に限り負担します。

第56条（注意喚起）
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報
通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていな
いと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型
対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずる
おそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレス及びタイム
スタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこ
とがあります。

第57条（本サービスの廃止）
当社は、業務上の都合により本サービスの一部および全部を廃止することができ
ます。この場合、本サービスを廃止する日をもって加入契約は終了するものとし、
この日を本サービスの提供終了日と定めます。

2．当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに
当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを廃止する旨
を告知します。

3．当社は、都合により特定のサービスの種類およびプラン種別を任意の月の末日付
で廃止する場合があります。この場合、加入者は第11条（加入申込書記載事項の変
更）第１項の規定に基づき別のサービスの種類およびプラン種別への変更を請求
できます。請求を行わなかった加入者に関しては、別途当社が定める場合を除き、
当該サービスの種類およびプラン種別を廃止する日をもって当該加入者との加入
契約を解除します。　

4．当社は、前項の場合には、当該サービス種別およびプラン種別を利用する加入者に
対し当該サービス種別およびプラン種別を廃止する日の3ヵ月前までに、当社ホー
ムページ上での掲載等、当社の定める方法により当該サービス種別およびプラン
種別を廃止する旨を告知します。

５．第２項および第４項について、当社の責めによらない事由により当該オプション
サービスを廃止する場合はこの限りではありません。

第58条（関連法令の遵守）
当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適
切な措置を講じます。

第59条（準拠法・合意管轄）
本約款は日本国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等に
ついては、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第60条（分離可能性）
本約款いずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により
無効または執行不能と判断された場合の残りの部分は、継続して完全に効力を
有するものとします。

第61条（定めなき事項）
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入者は契約締結の主旨に従
い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

付則
この約款実施の際、現に南丹市インターネット接続サービス加入契約約款（平成21年
1月1日実施。以下「旧約款」といいます。）の規定により下記の表の左欄の契約を南丹
市と締結している者は、この約款実施日において、その契約に代えて、当社と同表の
右欄の契約を締結したものとみなします。

2．この約款実施前に、旧約款の規定に基づき、支払いまたは支払わなければならな
かった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとし
ます。

3．この約款実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款
中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものと
みなします。

4．この約款実施の際、現に旧約款の規定により提供している電気通信サービスは、こ
の約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供し
ているものとみなします。

5．当社は、特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとし
ます。

6．この約款実施前に、旧約款および利用申込等に基づいて締結した「利用契約」は、本
約款における「加入契約」と読み替えて適用します。

7．本約款は2024年4月1日より施行します。

南丹市インターネット接続
サービス加入契約

インターネット接続
サービスに係る契約

KCNなんたん光1ギガ 5,280円

・IP1 個（グローバルアドレス）を動的に
　割り当て
・メールアドレス（1 個 )
・メールボックス容量（200MB）
・ホームページ容量（100MB）

KCNなんたん光300メガ 3,300円

・IP1 個（グローバルアドレス）を動的に
　割り当て
・メールアドレス（1 個 )
・メールボックス容量（200MB）
・ホームページ容量（100MB）

プラン種別 月額利用料 備考

【インターネット接続サービス料金表】
※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込みです。請求金額は税抜金額
の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。

（表1－1）第1種インターネット接続サービスのプラン種別
（戸建て用）

※1光100Mコース 3,140円

・IP1 個（グローバルアドレス）を動的に
　割り当て
・メールアドレス（1 個＋5 個 )
・メールボックス容量（200MB）
・ホームページ容量（100MB）

セキュリティサービス
（マカフィーforZAQ）

セキュリティサービス
（i-フィルターforZAQ） 

220円

220円

１契約（１メールアドレス）につき端末3台
まで利用可能
※だたし光100Mコース契約は0円

１契約（１メールアドレス）につき端末3台
まで利用可能
※だたし光100Mコース契約は0円

メールセキュリティ
サービス 330円

330円

１メールアドレスにつき

追加メールアドレス 110円 １メールアドレスにつき

追加メール容量 無料 １GBまで

メール転送サービス 無料 １メールアドレスにつき１ヵ所

オプションサービス種別 月額利用料 備考

※１：このサービス種別への新規、変更、追加申込みはできません。

・ご加入のプラン、もしくは適用された各キャンペーンに応じて、別に定める解約費用、契約
  解除料が必要になる場合があります。

（表2）オプションサービス　

追加ホームページ容量 200MB拡張

165円 １台につき

1,100円

無線ルータレンタル
サービス（1G対応WiFi6）

１ＩＰアドレスにつき追加ＩＰアドレス

引込工事負担金 46,200円 戸建て住宅標準工事費相当
項目 金額 備考

宅内標準工事費 13,200円

その他の工事費 実費

点検補修費 実費

撤去工事費 実費

機器の交換費用 6,600円 機器１台につき

（表3）工事費用

申込事務手数料 3,300円

１回の督促につき

１通につき

項目 金額 備考

プラン変更手数料 3,300円

110円

88円

督促手数料

お知らせハガキ発行手数料

１通につき110円適格請求書送付料

（表4）各種手数料


